


要介護認定事務の集約化に伴う事務取扱等の変更について 

 

１ 要介護認定事務の集約化 

各区役所で実施している要介護認定事務のうち、入力、認定調査等の依頼・点検、

認定通知書の発送などの内部業務を、平成 30 年 4 月から市内１か所の名古屋市介

護認定事務センター（以下「センター」という）に集約して行うこととなる。 

新規申請・区分変更申請の相談や受付などは、これまでどおり区役所・支所の窓

口で行い、更新申請については、センターへの郵送申請となる。  
２ 平成 30 年 4 月からの要介護認定事務の流れ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事務取扱等の変更 

（１）更新申請関係 

  ア 平成 30年 4月上旬に送付する平成30年 5月末認定有効期間満了者への更新

申請案内から、センター宛の返信用封筒が同封され、センターへの郵送申請と

なる。なお、申請日は、センター到達日となる。 

  イ 更新申請書の裏面に、認定調査を行うケアマネジャーの氏名等を記載する欄

が追加される。（別紙２） 

  ウ 認定申請時に介護保険証が添付されていないと受付不可となるため、介護保

険証を紛失等している場合は、あらかじめ区役所又は支所で証の再交付申請を

行う必要がある。 
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（２）認定調査関係 

ア 平成 30 年 3 月 7 日（水）から調査依頼時に新様式の認定調査票（別紙３）と

センター宛の返信用封筒を配布するため、調査後はセンターへの送付となる。 

イ 平成 30 年 4 月からは、認定調査の依頼、調査内容に関する認定調査員への問

合せ、調査委託料の請求書の送付先などは、センターとなる。 

ウ 平成 30 年 4 月依頼分から、調査実施確認票（別紙４）の確認印は不要とな

る。調査票に同封してセンターに送付しないよう留意すること。 

 

（３）資料提供関係 

  ア 平成 30 年 4 月から資料提供申出書の様式変更（別紙５）を行うため、認定

申請と同時（同封）又は申請中の申出が可となる。新様式は、4 月から「ＮＡ

ＧＯＹＡかいごネット」に掲載予定。 

  イ 認定申請と同時（同封）又は申請中の申出の場合、申出書に記載された提供

資料の送付先が、認定申請書に記載された認定通知の送付先と同じであれば、

同封して提供する。 送付先が異なる場合は、申出時に返信用封筒（宛先記載・

切手貼付）の添付が必要となる。 

  ウ 認定決定後の申出については、平成 30 年 4 月 16 日（月）認定分から、区役

所に加え、支所窓口及びセンター郵送も可となる。なお、センター郵送申出の

場合、返信用封筒（宛先記載・切手貼付）の添付が必要となる。 

 

４ 様式変更 
 

別紙 様式 変更日 主な変更点 

１ 認定申請書 H30.4.1
・宛先「区長」→「市長」 

・本人同意欄の追加 

２ 更新申請案内 H30.4.1 ・更新申請書の裏面を追加 

３ 認定調査票 H30.3.7
・「マークシート式」→「チェックボックス式」 

・特記事項の被保険者番号欄「裏面」→「表面」

４ 調査実施確認票 H30.4.1
・「確認印」欄 →「バーコード」印字 

（確認印は不要となる） 

５ 資料提供申出書 H30.4.1
・宛先「区長」→「市長」 

・「認定申請中」「送付先住所」を追加 

※別紙１及び５の様式は、「ＮＡＧＯＹＡかいごネット」に掲載予定 

 

５ 「名古屋市介護認定事務センター」の宛先 

   

〒450-8691 名古屋西郵便局郵便私書箱７０２号  （平成 30 年 3 月～） 






























